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註 （
１
） 

石
川
敦
彦
『
萩
藩
戸
籍
制
度
と
戸
口
統
計
』（
二
〇
〇
六
年
、
私
家
版
）。 

（
２
）「
毛
利
氏
家
中
武
具
定
付
立
（
大
坂
陣
武
具
定
の
事
）」（『
山
口
県
史 

史
料
編 

近
世
２
』
二
〇
〇
五
年
、「
三 

萩
藩
近
世
前
期
主
要
法
制
史
料
集
」
81
）
な
ど
。 

（
３
）
田
中
誠
二
『
萩
藩
財
政
史
の
研
究
』（
二
〇
一
三
年
、
塙
書
房
）
に
お
い
て
、

正
保
三
年
仕
組
と
し
て
詳
し
く
分
析
さ
れ
て
い
る
。 

（
４
）
毛
利
家
文
庫
55
旧
記
３
「
大
記
録 

二
十
二
」（『
山
口
県
史 

史
料
編 

近
世

２
』
別
冊
「
大
記
録
二
十
二
」
23
・
24
な
ど
）。
以
下
、
毛
利
家
文
庫
に
つ
い
て

は
、
文
庫
・
分
類
と
省
略
し
て
請
求
番
号
を
記
す
。 

（
５
）
同
右
、
別
冊
「
大
記
録
二
十
二
」
25
。 

（
６
）
文
庫
・
遠
用
物
近
世
前
期
556
「
馬
買
検
使
村
岡
正
兵
衛
起
請
文
」
明
暦
四 

年
（
一
六
五
八
）
四
月
二
六
日
。 

（
７
）
文
庫
15
文
武
40
「
講
武
秘
策  

十
五
」。『
山
口
県
史 

史
料
編 

幕
末
維 

新
２
』
に
抄
録
。 

（
８
）
同
右
「
講
武
秘
策 

二
十
」。 

（
９
）
社
団
法
人
帝
国
競
馬
協
会
編
、
一
九
二
八
年
。 

（
10
）『
秋
芳
町
地
方
文
化
研
究
』
第
23
号
（
一
九
八
二
年
）。 

（
11
）
山
口
県
の
旧
郡
に
か
か
る
「
郡
誌
」
は
、
大
正
期
に
郡
役
所
単
位
で
編
さ

ん
が
行
わ
れ
た
。
現
在
、
阿
武
・
大
津
・
厚
狭
・
都
濃
の
四
郡
が
刊
本
と

し
て
確
認
で
き
る
。 

（
12
）
文
庫
40
法
令
135
「
諸
御
書
付
二
十
八
冊 

十
一
」。 

（
13
）
当
時
、
郡
奉
行
の
名
目
が
な
く
、
裏
判
役
の
渡
辺
が
実
質
郡
奉
行
の
役
割 

を
果
た
し
て
い
た
。 

（
14
）
文
庫
・
遠
用
物
近
世
後
期

1697(

181
の
95
）「
覚
（
向
津
具
村
に
て
種
馬
御
預 

か
り
の
先
例
に
つ
き
届
書
）」。 

（
15
）
同
右

1697(

181
の
90
）
「
申
上
候
事
（
井
上
村
入
江
五
郎
兵
衛
儀
，
御
馬
御
預
か
り 

の
事
）
」
。 

（
16
）
同
右

1697(

181
の
92
）
「
三
宅
忠
蔵
・
高
杉
又
兵
衛
連
署
状
」
。 

（
17
）
同
右

1697(

181
の
11)

「
馬
木
宗
兵
衛
書
状
」
。 

（
18
）
同
右

1697(

181
の
12)

「
馬
木
宗
兵
衛
書
状
」
。 

（
19
）
同
右

1697(

181
の
17)

「
馬
木
宗
兵
衛
書
状
」
。 

（
20
）
同
右

1697(

181
の
119
）
「
覚
（
駒
の
母
差
出
の
事
に
つ
き
）
」
。 

（
21
）
人
の
身
長
は
踵
か
ら
頭
の
上
ま
で
を
計
測
す
る
が
、
馬
の
場
合
は
地
面
か 

ら
首
の
付
け
根
に
あ
る
鬐
甲
（
き
こ
う
）
と
呼
ば
れ
る
骨
の
部
分
ま
で
の
高 

さ
で
計
測
す
る
。
提
示
し
た
史
料
の
八
疋
の
な
か
で
は
、
五
寸
が
最
も
体 

高
が
あ
る
。
端
数
を
除
き
単
純
計
算
す
る
と
一
メ
ー
ト
ル
三
五
セ
ン
チ
と 

な
る
。
た
だ
し
今
日
わ
れ
わ
れ
が
よ
く
目
に
す
る
、
競
走
馬
で
あ
る
サ
ラ 

ブ
レ
ッ
ド
は
一
メ
ー
ト
ル
六
〇
セ
ン
チ
程
度
で
在
来
種
の
方
が
ひ
と
回
り 

小
さ
い
。 

（
22
）
文
庫
9
諸
省
169
「
寅
之
春
美
禰
郡
嘉
万
村
自
力
小
牧
買
増
袋
馬
毛
付
」 

に
は
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

一
栗
毛
五
才
袋
馬
壱
疋    

但
、
丈
ケ
四
尺
四
寸 
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（
23
）
文
庫
・
遠
用
物
近
世
後
期

1697(

181
の
130
）「
覚
（
入
江
・
久
保
方
へ
種
馬
御 

下
し
に
つ
き
沙
汰
廉
書
）」。 

（
24
）
文
庫
31
小
々
控
14
（
20
の
16
）「
明
和
八
年 

諸
事
小
々
之
控 

二
〇
八
」。 

（
25
）
宰
判
本
控
91
「
美
祢
郡
宰
判
本
控
」
卯
（
文
化
四
年
）
九
月
廿
六
日
付

「
当
職
手
元
役
高
杉
小
左
衛
門
書
状
」
に
「（
前
略
）
其
上
奥
州
ゟ
被
召
抱
候

御
厩
之
者
、
前
廉
先
大
津
江
茂
被
差
出
候
故
、
致
僉
儀
見
候
所
、
胤
馬
ハ
素

生
計
ニ
て
足
な
と
不
宜
分
ニ
て
相
済
候
由
（
後
略
）」
と
あ
る
。
こ
の
「
御
厩

之
者
」
は
文
蔵
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
奥
州
出
身
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。 

（
26
）
文
庫
・
遠
用
物
近
世
後
期
257
「
覚
（
品
直
り
之
願
書
）」。 

（
27
）
文
庫
38
御
意
控
10
（
22
の
20
）「
御
意
口
上
控 

廿 

安
永
元
年
九
月 

 

 
 
 

ヨ
リ
同
年
十
二
月
マ
デ
」。 

（
28
）
文
庫
31
小
々
控
20
（
37
の
30
）「
文
政
十
年 

諸
事
小
々
控 

四
百
三
」 

十
二
「
無
給
通
御
雇
乗
形
馬
医
兼
帯
宅
野
善
平
令
病
死
候
付
、
倅
尚
衛
事 

直
様
御
雇
被
召
仕
候
事
」。 

（
29
）
山
﨑
一
郎
「
萩
藩
に
お
け
る
張
付
師
・
表
具
師
に
つ
い
て
」（『
山
口
県
文
書 

館
研
究
紀
要
』
第
42
号
、
二
〇
一
五
年
）
は
、
職
人
技
術
を
持
っ
て
仕
え
た
家
臣 

（
家
業
人
、
業
家
）
の
な
か
に
は
、
本
来
給
禄
帳
に
名
前
が
登
載
さ
れ
る
べ
き 

人
材
で
あ
る
が
、
身
分
的
に
難
し
い
者
に
つ
い
て
は
、「
御
雇
」
と
し
て
業 

務
を
遂
行
さ
せ
、
そ
の
際
、
根
帳
に
は
名
前
を
登
載
せ
ず
勤
仕
し
た
事
例 

を
紹
介
し
て
い
る
。
宅
野
半
七
ら
は
馬
医
あ
る
い
は
乗
形
と
し
て
馬
に
関 

す
る
抜
群
の
技
量
が
あ
り
な
が
ら
、
家
臣
の
中
で
は
日
の
目
を
み
な
か
っ 

た
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
30
）
註
（
27
）「
御
意
口
上
控 

廿
」
に
「
毛
付
」
と
題
す
る
付
立
が
あ
り
、 

御
馬
（
藩
主
の
馬
）
の
名
前
と
そ
れ
を
預
か
っ
た
馬
乗
衆
の
名
前
が
記
さ
れ 

て
い
る
。
そ
の
な
か
に
「
先
大
津
駒
」
と
肩
書
の
あ
る
馬
が
二
疋
い
た
。 

こ
れ
は
時
期
か
ら
考
え
て
文
蔵
や
宅
野
が
携
わ
っ
た
駒
取
立
の
成
果
で
あ 

ろ
う
。
馬
乗
衆
は
、
預
か
っ
た
馬
を
乗
馬
に
仕
立
て
る
た
め
必
要
な
調
教 

等
を
行
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

（
31
）
県
庁
伝
来
旧
藩
記
録 

宰
判
本
控
40
「
三
田
尻
宰
判
本
控
」
。 

（
32
）
県
庁
伝
来
旧
藩
記
録 

宰
判
本
控
116
「
奥
阿
武
宰
判
本
控
」
。 

（
33
）
文
庫
９
諸
省
56
「
秘
府
定
規  

同
続
編
」
。
該
当
史
料
は
、
続
編
に
あ
る
。 

（
34
）
文
庫
40
法
令
138
（
28
の
20
）
「
諸
御
書
付 

廿
二
」
の
「
目
録
」
四
十
一 

「
一
同
年
（
文
化
十
年
）
美
祢
郡
其
外
種
馬
被
差
下
候
駒
子
御
買
上
仕
法
幷
売
買 

〆
り
方
等
之
事
」
と
す
る
法
令
と
同
文
で
あ
る
。
こ
の
目
録
が
記
す
「
美
祢
郡 

其
外
」
と
い
う
文
言
は
重
要
で
「
赤
村
」
以
外
の
村
々
で
も
馬
産
を
推
進
し
た 

い
と
す
る
藩
の
意
図
が
汲
み
取
れ
る
。 

（
35
）
遠
用
物
近
世
後
期
2269
「
申
上
候
事
（
小
牧
取
立
駒
召
上
に
付
き
）」。 

（
36
）
当
館
蔵
「
椿
家
文
書
」
９
「
御
願
申
上
候
事
」
は
、
奥
阿
武
郡
宰
判
徳
佐 

村
が
種
馬
の
貸
渡
と
自
力
小
牧
設
置
、
牛
馬
市
興
行
の
許
可
を
求
め
て
天 

保
二
年
（
一
八
三
一
）
提
出
し
た
願
書
で
あ
る
。
そ
の
中
に
赤
村
の
ほ
か
同

宰
判
吉
部
村
が
種
馬
の
貸
渡
に
よ
っ
て
繁
昌
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
、

徳
佐
村
で
も
小
牧
を
設
立
し
馬
産
を
行
な
お
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

明
治
期
山
口
県
に
お
け
る
地
域
医
療
の
提
供
と
受
容
　（
真
木
）

六
五



明
治
期
山
口
県
に
お
け
る
地
域
医
療
の
提
供
と
受
容
　（
真
木
）

六
六



明
治
期
山
口
県
に
お
け
る
地
域
医
療
の
提
供
と
受
容
　（
真
木
）

六
七



明
治
期
山
口
県
に
お
け
る
地
域
医
療
の
提
供
と
受
容
　（
真
木
）

六
八



明
治
期
山
口
県
に
お
け
る
地
域
医
療
の
提
供
と
受
容
　（
真
木
）

六
九



明
治
期
山
口
県
に
お
け
る
地
域
医
療
の
提
供
と
受
容
　（
真
木
）

七
〇



明
治
期
山
口
県
に
お
け
る
地
域
医
療
の
提
供
と
受
容
　（
真
木
）

七
一



明
治
期
山
口
県
に
お
け
る
地
域
医
療
の
提
供
と
受
容
　（
真
木
）

七
二



明
治
期
山
口
県
に
お
け
る
地
域
医
療
の
提
供
と
受
容
　（
真
木
）

七
三
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市
）
に
住
む
男
児
は
、
首

や
両
手
足
に
皮
膚
病
変
を

認
め
正
伸
の
診
察
を
受
け

た
と
こ
ろ
、
胎
毒
と
診
断

の
上
、
小
児
散
・
亜
鉛
軟

膏
が
処
方
さ
れ
た
。
そ
の

一
三
日
後
、
男
児
の
父
親

が
正
伸
に
宛
て
書
い
た
手

紙
は
次
の
よ
う
な
内
容
で

あ
っ
た
。

ま
ず
「
参
堂
時
手
厚
キ

御
診
察
ヲ
蒙
リ
」
と
通
院

時
の
診
察
を
謝
し
た
後
、

症
状
は
軽
快
し
た
も
の
の

「
粟
粒
ノ
如
キ
モ
ノ
」
が

全
身
に
出
現
し
耳
か
ら
は

膿
も
出
て
い
る
、
と
現
状

を
説
明
し
て
い
る
。
そ
の

原
因
に
つ
い
て
、
「
思
フ

ニ
是
モ
矢
張
体
毒
之
結
果

明治21年(1888)
(1-2⽉）

明治23年(1890)
(1-4⽉）

明治30年(1897) 明治37年(1904)

吉敷郡(嘉川村以外） 103 156 551 426
吉敷郡(嘉川村内） ‒ ‒ 292 284
厚狭郡 46 70 402 322
美祢郡 29 24 166 105
阿武郡 1 4 23 22
都濃郡 0 0 2 3
佐波郡 2 1 9 14
豊浦郡 0 1 3 11
⼤津郡 0 0 0 1
熊⽑郡 0 0 0 1
玖珂郡 0 0 2 0
⼤島郡 0 0 1 0
⾚間関(区・市)/下関市 0 2 5 16
島根県 0 0 1 2
福岡県 0 0 0 2

合計 181 258 1457 1209
(出典）

表3 処⽅記録における居住地別患者数（単位：⼈）

「処⽅録　甲号」(⻲⽥家2、以下番号は⻲⽥家⽂書)・「処⽅録　遠在甲号」(4)・「丁⾣録　⼄号」(24)・「処
⽅録　3号」(25)・「処⽅録　4号」(26)・「処⽅録　遠村部5号」(28)・「処⽅録  遠村5号2」(29)・「甲⾠録
甲号」（58）・「甲⾠録　⼄号」（59）・「処⽅録　遠村甲⾠甲号」（62）・「処⽅録　遠村2号」（63）・
「処⽅録　遠村3号」（64）・「処⽅録　遠村4号」（65）・「処剤録　⼄号」（72）・「〔処⽅録〕」（82)　よ
り作成。

明
治
期
山
口
県
に
お
け
る
地
域
医
療
の
提
供
と
受
容
　（
真
木
）

七
四



- 10 -

市
）
に
住
む
男
児
は
、
首

や
両
手
足
に
皮
膚
病
変
を

認
め
正
伸
の
診
察
を
受
け

た
と
こ
ろ
、
胎
毒
と
診
断

の
上
、
小
児
散
・
亜
鉛
軟

膏
が
処
方
さ
れ
た
。
そ
の

一
三
日
後
、
男
児
の
父
親

が
正
伸
に
宛
て
書
い
た
手

紙
は
次
の
よ
う
な
内
容
で

あ
っ
た
。

ま
ず
「
参
堂
時
手
厚
キ

御
診
察
ヲ
蒙
リ
」
と
通
院

時
の
診
察
を
謝
し
た
後
、

症
状
は
軽
快
し
た
も
の
の

「
粟
粒
ノ
如
キ
モ
ノ
」
が

全
身
に
出
現
し
耳
か
ら
は

膿
も
出
て
い
る
、
と
現
状

を
説
明
し
て
い
る
。
そ
の

原
因
に
つ
い
て
、
「
思
フ

ニ
是
モ
矢
張
体
毒
之
結
果

明
治
期
山
口
県
に
お
け
る
地
域
医
療
の
提
供
と
受
容
　（
真
木
）

七
五



明
治
期
山
口
県
に
お
け
る
地
域
医
療
の
提
供
と
受
容
　（
真
木
）

七
六



明
治
期
山
口
県
に
お
け
る
地
域
医
療
の
提
供
と
受
容
　（
真
木
）

七
七



明
治
期
山
口
県
に
お
け
る
地
域
医
療
の
提
供
と
受
容
　（
真
木
）

七
八



明
治
期
山
口
県
に
お
け
る
地
域
医
療
の
提
供
と
受
容
　（
真
木
）

七
九



明
治
期
山
口
県
に
お
け
る
地
域
医
療
の
提
供
と
受
容
　（
真
木
）

八
〇



明
治
期
山
口
県
に
お
け
る
地
域
医
療
の
提
供
と
受
容
　（
真
木
）

八
一




